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５月１０日（水）、岡山県トラック総合研修会館で、正副会長会議、総務・交付金運営委員会合同会

議を開催しました。当日は委員１１名が参加し、藤森委員が議長となり議事が進められました。審議

事項については全ての議案が承認され、５月２３日の理事会に上程されることになりました。

正副会長会議、総務・交付金
運営委員会合同会議を開催

岡山県トラック協会青年協議会では、社会貢献活動の一環として、やむを得ず親と一緒に暮ら

すことのできない子ども達や日常生活に困難を抱えるひとり親家庭・生活困窮家庭等を支援する

ために平成２７年度からチャリティーゴルフコンペを開催しています。

  コンペは、青年協議会会員だけではなく、会員会社と取り引きのある業者等にも参加を呼び

かけて年に１回開催しています。（令和４年度：令和５年３月１８日（土）、後楽ゴルフ倶楽部において

実施）

このたび、コンペ参加者から集めた参加費の一部を活用して、令和５年５月１０日（水）に「一般社

団法人北長瀬エリアマネジメント（北長瀬コミュニティフリッジ）」へ寄付金他、飲料水、トイレット

ペーパー、箱ティッシュを寄付いたしました。

チャリティーゴルフコンペの
寄付金贈呈式について

岡山県トラック協会青年協議会では、令和５年５月９日（火）に岡山市立小串小学校において交通

安全教室を実施しました。

小串小学校の児童１９名に対して、中型車の運転席からの死角や灯火類、左折時の内輪差等につ

いて実演を交えて説明をしました。

また、児童に運転席・助手席・荷台に乗ってもらい、死角や荷台の広さを体験してもらいました。

交通安全教室を実施

⑴  会員の入退会について
⑵  令和４年度事業報告（案）並びに一般会計及び
運輸事業振興助成補助金ほか特別会計に係
る収支計算書（案）等について

⑶  令和４年度公益目的支出計画実施報告書
（案）について

⑷  役員選任（案）について
⑸  令和５年度助成事業の一部改正（案）について
⑹  令和５年度物流問題政策研究会収支予算補
正（案）について

⑺  理事会の運営について
⑻  通常総会の運営について

審 議 事 項
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令和５年度
「トラック運送業界における不正改造車排除運動」

の実施について
 

全日本トラック協会並びに各都道府県トラック協会では、国土交通省からの要請を受けて、トラック
運送業界独自の取り組みをまとめた「トラック運送業界における不正改造車排除運動」実施要領を策
定しました。 

暴走行為、過積載等を目的とした不正改造車は、安全を脅かし道路交通の秩序を乱すとともに、排
ガスによる大気汚染、騒音等の要因の一つとなっていることから、トラック運送業界としては、トラック
に対象を絞り、積極的な運動を展開するものです。会員事業者の皆様におかれましては、趣旨をご理
解の上、本運動に協力いただきますようお願い致します。 

なお、３９ページの「不正改造防止自主点検票」は、事業所ごとに自主的に実施する点検票です。
協会等へ提出の必要はございません。 

 
記

 
１．実施期間

「不正改造車排除運動」は、年間を通じて実施するが、６月１日（木）から６月３０日（金）の１ヶ月間を強化月
間とし、特に重点をおいて実施する。 

２．不正改造項目
《重点排除項目》

（１） タイヤ及びホイール（回転部分）の車体外へのはみ出し
（２） 灯光の色が不適切な灯火器及び回転灯等の取付け並びに保安基準上、装備が義務化されている

灯火器（例：側面方向指示器）の取外し
（３） 前面ガラスならびに運転者席及び助手席の窓ガラスへの着色フィルム等の貼付（貼付状態で可

視光線透過率７０％未満）
（４） マフラーの切断・取外し及び騒音低減機構を容易に取外せる等の基準不適合マフラーの装着
（５） 大型貨物自動車の速度抑制装置の取外し、解除又は不正な改造、変更等

《基本排除項目》
（１） 直前直左の周辺状況を確認するための鏡、又はカメラ及び画像表示装置の取外し
（２） 前面ガラスへの装飾板の装着
（３） 土砂等を運搬するダンプ車の荷台にさし枠の取付け及びリアバンパ（突入防止装置）の切断・取

外し
（４） 基準外のウイング（エア・スポイラ）の取付け
（５） シートベルト警報装置を解除する用品等の取付け
（６） 不正な二次架装
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優秀運転者顕章（金､ 銀各十字章）候補者の推薦について

公益社団法人全日本トラック協会では、優秀な運転者に対し優秀運転者顕章（金・銀十字章）を贈呈して
います。下記規程に該当する方を４０ページ別添３の推薦書に、必要事項を全て正確にご記入の上ご推薦下
さい。また、ご推薦いただいた候補者の情報（個人情報）については、全ト協個人情報保護方針に基づき、
優秀運転者顕章表彰以外には使用いたしません。

なお、平成２８年度から銅十字章は廃止となりました。

記

優秀運転者顕章規程　抜粋
（目的）

第１条　この規定は、人命を尊重し安全運転を心がける優秀な運転者に対し、無事故の誇りを持たせ
他の模範とするとともに、交通道徳の高揚と安全意識向上を図り、社会的に寄与することを
目的とする。

第２条、第３条（省略）
（顕章の贈呈基準および受章資格）

第４条　この顕章を贈る基準は、現在運転者であって、運転者であった期間を通算して、次の各号に定
める期間無事故であり、かつ無違反であった者とする。

（1）金十字章    満２０年
（ただし、そのうちトラック運送事業の運転者として１５年以上とする。）

（2）銀十字章    満１０年
（ただし、そのうちトラック運送事業の運転者として７年以上とする。）

２　前項の無事故であり、かつ無違反であった者とは、次の各号に定める者以外の者とする。ただ
し、自己の責に帰すべき理由によらない事故は無事故とする。

（1）人身に係る事故を起こした者
（2）物件事故で損害額１万円をこえる事故を起こした者
（3）事故または違反により罰金以上の刑に処せられた者

第５条～第１１条（省略）

【注意事項】
・無事故、無違反期間は、令和５年５月末日より遡及して記入して下さい。
・同種類の重複表彰はできません。過去に受賞された方は、必ず備考欄に明記してください。
・自動車安全運転センタ−の証明書は必要ありません。

【提出期限】
令和５年７月２１日（金）まで
・推薦書の様式は、協会ホームページからもダウンロードしてお使いいただけます。

※顕章（表彰状）は、今年度１２月又は１月頃に贈呈の予定です。
　受賞者については、情報誌にて会社名、氏名を公表します。

協会
ＨＰトップページ→会員の皆様へ→各種表彰→優良運転者金銀十字章
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令和５年度健康管理セミナーを開催します

岡山県トラック協会では、全日本トラック協会と連携し、標記セミナーを開催することとしましたので、ご
案内いたします。

定期健康診断の事後フォローによる健康起因事故防止対策として、トラック運送事業者に特化した「運輸
ヘルスケアナビシステムⓇ」を構築して運用しており、より多くの方に本システムを活用いただき健康診断結
果のフォローアップにお役立ていただくことができるよう周知活用を図ります。

併せて、このセミナーでは従業員等の健康管理を経営的な視点で考え戦略的に実践することで、従業員
の活力向上や生産性の向上等の組織の活性化をもたらす「健康経営」や「各種認証制度」の取り組み方等
について説明し、また、高齢ドライバーにおける、健康管理と安全対策のポイントや、睡眠時無呼吸症候群

（SAS）対策の基本的な知識についても説明し、健康管理対策の強化についても説明するものです。

記

１．開 催 日 時 令和５年７月３日（月）　１３時３０分～１６時００分（予定）

２．開 催 場 所  「岡山県トラック総合研修会館」  
岡山市北区青江１−２２−３３　電話０８６−２３４−８２１１

３．セミナー内容 ⑴　「定期健康診断の有効活用と健康経営への活かし方」  
⑵　「高齢ドライバーと運転業務」　  
⑶　「睡眠時無呼吸症候群（SAS）対策の基本的知識」の整備

４．講　　　師 NPO 法人　ヘルスケアネットワーク

５．定　　　員 ６０名　（定員になり次第締切ります。）〈参加費無料〉

６．申込み方法 下記の参加申込書に必要事項をご記入のうえ、６月２３日（金）までに、
岡ト協宛にこのままＦＡＸ（０８６−２３４−５６００）を送付してください。  

一般社団法人　岡山県トラック協会 総務課　宛 
ＦＡＸ（０８６）２３４－５６００

健康管理セミナー　参加申込書

事 業 者 名

所 在 地

電    話 （　　　　）　　　　－ Ｆ Ａ Ｘ （　　　　）　　　　－

受 講 者
役 職

氏 名

《お問合わせ先》　一般社団法人 岡山県トラック協会 総務課　　℡（０８６）２３４−８２１１
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第３７回フォークリフト運転競技大会の開催について

「第３７回フォークリフト運転競技岡山県大会」を下記により開催します。
参加ご希望の方は、同封の申込書により、陸災防へお申し込み下さい。

多数の参加をお待ちしています。

１．目　　的
フォークリフト運転競技大会を通じ、遵法精神と安全意識の高揚に努め運転の知識と技術の向上
を図り、もって安全作業の確立と労働災害の防止に寄与することとする。

２．開催日時
令和５年８月３日（木） ９時３０分～１５時

    
３．場　　所

（一社）岡山県トラック協会自動車運転練習場（岡山市東区中尾３５５−１）

４．参加資格
会員事業所の従業員で、以下の事項に該当し当該事業所から推薦のあった者。
① 勤務成績が優秀で、かつフォークリフト運転技能講習修了後１年以上経過した者。
② 推薦日においてフォークリフト又は自動車の運転により、過去１年間事故を起こしたことがな

い者で、過去３年間人身事故を起こしたことがない者。
　
５．申込み方法

令和５年７月１８日（火）までに４２ページの参加申込書により、ＦＡＸにてお申込み下さい。

６．定　　員
２０名（定員になり次第締め切らせていただきます。）
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フォークリフト運転競技岡山県大会実施要領
陸上貨物運送事業労働災害防止協会 岡山県支部

１．目的
大会を通じて、フォークリフトに関する法令や知識及び運転技術の向上を図り、もって職場における作業
の安全を確立し労働災害の防止に寄与すること。

２．主催
陸上貨物運送事業労働災害防止協会 岡山県支部

３．後援
岡山労働局
一般社団法人岡山県トラック協会

４．開催日及び開催場所
日　時：　令和５年８月３日（木）９時３０分～１５時
場　所：　（一社）岡山県トラック協会 自動車運転練習場  
  　岡山市東区中尾３５５−１

５．参加資格
会員事業所の従業員で、以下の事項に該当し当該事業所から推薦のあった者。

① 勤務成績が優秀で、かつフォークリフト運転技能講習修了後１年以上経過した者。
② 推薦日においてフォークリフト又は自動車の運転により、過去１年間事故を起こしたことがない者で、過去３年

間人身事故を起こしたことがない者。
③ 過去の全国大会において、優勝又は準優勝したことがない者。

６．競技種目及び配点
① 学科（１００点）

σ 出題数は２０問の四肢択一方式とし、試験時間は４０分以内とする。
② 点検（１００点）

σ あらかじめ設定した不具合箇所を競技者に発見させ、その都度、不具合状態を審査員に報告し、減点方式と
する。制限時間は５分以内とする。

③ 運転（６００点）
σ 既定の運転競技コースで走行及び荷役の操作技術について審査し、減点方式とする。
σ 制限時間は５分以内とし、制限時間を超えた場合は、５秒経過ごとに５点減点とする。
σ 競技で使用する車種は、１.５トンカウンターバランス型フォークリフトとする。

７．順位の決定
競技科目（学科、点検、運転）の合計点に従い順位を決定する。
合計点が同点であった場合は、以下の順で競技種目の得点により順位付けする。

① 運転 
② 点検
③ 学科

３科目全てが同点の場合は、年齢が上の者を上位とする。
 ８．表彰

１位から５位までの者に陸上貨物運送事業労働災害防止協会岡山県支部長名で表彰する。
９．全国大会への推薦

全国大会への出場推薦は２名以内（県大会出場選手が１５名未満の場合は１名）とする。ただし、１事業
者からの推薦は１名のみとする。
また、過去の全国大会で入賞した者は推薦することはできない。 

１０. その他
新型コロナウイルス等感染者拡大状況によっては応援者の人数を制限させていただく場合がありますと
ともに試験の各場面において制限が付加される場合がありますことを御了承ください。



20 OKAYAMA Truck Transport Information

陸災防だより

閲 

覧 

室



21OKAYAMA Truck Transport Information

陸災防だより

閲 

覧 

室

令和５年度全国安全週間が７月に実施されます
 
１. 趣 旨

全国安全週間は、昭和３年に初めて実施されて以来、「人命尊重」という基本理念の下、「産業界での自
主的な労働災害防止活動を推進し、広く一般の安全意識の高揚と安全活動の定着を図ること」を目的に、
一度も中断することなく続けられ、今年で９６回目を迎える。
この間、事業場では、労使が協調して労働災害防止対策が展開されてきた。この努力により労働災害は
長期的には減少しているところであるが、令和４年の労働災害については、死亡災害は前年を下回る見
込みであるものの、休業４日以上の死傷災害は前年を上回る見込みであり、近年、増加傾向に歯止めが
かからない状況となっている。
特に、転倒や腰痛といった労働者の作業行動に起因する死傷災害、墜落・転落などの死亡災害が依然と
して後を絶たない状況にある。
また、労働災害を少しでも減らし、労働者一人一人が安全に働くことができる職場環境を築くためには、
本年３月に策定された第１４次労働災害防止計画に基づく施策を着実に推進するための不断の努力が必要
であり、特に初年度となる令和５年度においては、労使一丸となった取組が求められる。
以上を踏まえ、更なる労働災害の減少を図る観点から、令和５年度の全国安全週間は、以下のスローガ
ンの下で取り組む。
 

『 高 める意 識と安 全 行 動  築こうみ ん な の ゼ ロ 災 職 場 』
 
２. 期 間

７月１日から７月７日までとする。
なお、全国安全週間の実効を上げるため、６月１日から６月３０日までを準備期間とする。

 
３. 主唱者

厚生労働省、中央労働災害防止協会
 
４ . 協賛者

建設業労働災害防止協会、陸上貨物運送事業労働災害防止協会、港湾貨物運送事業労働災害防止協会、
林業・木材製造業労働災害防止協会

 
５ . 協力者 

関係行政機関、地方公共団体、安全関係団体、労働組合、経営者団体
 
６. 実施者

各事業場
 
７. 主唱者、協賛者の実施事項

全国安全週間及び準備期間中に次の事項を実施する。

（１）安全広報資料等を作成し、配布する。
（２）様々な広報媒体を通じて広報する。
（３）安全パトロール等を実施する。
（４）安全講習会や、事業者間で意見交換し、好事例を情報交換するワークショップ等を開催する。
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（５）安全衛生に係る表彰を行う。
（６）「国民安全の日」（７月１日）の行事に協力する。
（７）事業場の実施事項について指導援助する。
（８）その他「全国安全週間」にふさわしい行事等を行う。

 
８ . 協力者への依頼

主唱者は、上記７の事項を実施するため、協力者に対して、支援、協力を依頼する。
 
９. 実施者が準備期間中及び全国安全週間に実施する事項

安全文化を醸成するため、各事業場では、全国安全週間及び準備期間を利用し、次の事項を実施する。

（１）安全大会等での経営トップによる安全への所信表明を通じた関係者の意思の統一及び安全意識の
高揚

（２）安全パトロールによる職場の総点検の実施
（３）安全旗の掲揚、標語の掲示、講演会等の開催、安全関係資料の配布等の他、ホームページ等を

通じた自社の安全活動等の社会への発信
（４）労働者の家族への職場の安全に関する文書の送付、職場見学等の実施による家族への協力の呼び

かけ
（５）緊急時の措置に係る必要な訓練の実施
（６）「安全の日」の設定の他、準備期間及び全国安全週間にふさわしい行事の実施

 
１０ . 実施者が継続的に実施する事項

全国安全週間における取組をより効果的にするためにも、事業者は、準備期間及び全国安全週間以外に
ついても、以下の事項を継続的に実施する。

（１）安全衛生活動の推進
① 安全衛生管理体制の確立

ア 年間を通じた安全衛生計画の策定、安全衛生規程及び安全作業マニュアルの整備

イ 経営トップによる統括管理、安全管理者等の選任

ウ 安全衛生委員会の設置及び労働者の参画を通じた活動の活性化

エ 労働安全衛生マネジメントシステムの導入等によるＰＤＣＡサイクルの確立

② 安全衛生教育計画の樹立と効果的な安全衛生教育の実施等

ア 経営トップから第一線の現場労働者までの階層別の安全衛生教育の実施、特に、雇入れ時
教育の徹底及び未熟練労働者に対する教育の実施

イ 就業制限業務、作業主任者を選任すべき業務での有資格者の充足

ウ 災害事例、安全作業マニュアルを活用した教育内容の充実

エ 労働者の安全作業マニュアルの遵守状況の確認

③ 自主的な安全衛生活動の促進

ア 発生した労働災害の分析及び再発防止対策の徹底

イ 職場巡視、４Ｓ活動（整理、整頓、清掃、清潔）、ＫＹ（危険予知）活動、ヒヤリ・ハット事
例の共有等の日常的な安全活動の充実・活性化
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④ リスクアセスメントの実施

ア リスクアセスメントによる機械設備等の安全化、作業方法の改善

イ ＳＤＳ（安全データシート）等により把握した危険有害性情報に基づく化学物質のリスクアセ
スメント及びその結果に基づく措置の推進

⑤ その他の取組

ア 安全に係る知識や労働災害防止のノウハウの着実な継承

イ 外部の専門機関、労働安全コンサルタントを活用した安全衛生水準の向上

ウ 「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」に基づく、安全衛生に配
慮したテレワークの実施

（２）業種の特性に応じた労働災害防止対策
① 小売業、社会福祉施設、飲食店等の第三次産業における労働災害防止対策

ア 全社的な労働災害の発生状況の把握、分析

イ 経営トップが先頭に立って行う安全衛生方針の作成、周知

ウ 職場巡視、４Ｓ活動（整理、整頓、清掃、清潔）、ＫＹ（危険予知）活動、ヒヤリ・ハット事
例の共有等の日常的な安全活動の充実・活性化

エ 安全衛生担当者の配置、安全意識の啓発

オ パート・アルバイトの労働者への安全衛生教育の徹底

② 陸上貨物運送事業における労働災害防止対策

ア 荷台等からの墜落・転落防止対策、保護帽の着用

イ 積み卸しに配慮した積付け等による荷崩れ防止対策の実施

ウ 歩行者立入禁止エリアの設定等によるフォークリフト使用時の労働災害防止対策の実施

エ トラックの逸走防止措置の実施

オ トラック後退時の後方確認、立入制限の実施

③ 建設業における労働災害防止対策

ア 一般的事項

（ア）足場等からの墜落・転落防止対策の実施、手すり先行工法の積極的な採用、フルハー
ネス型墜落制止用器具の適切な使用

（イ）職長、安全衛生責任者等に対する安全衛生教育の実施

（ウ）元方事業者による統括安全衛生管理、関係請負人に対する指導の実施

（エ）建設工事の請負契約における適切な安全衛生経費の確保

（オ）輻輳工事における適正な施工計画、作業計画の作成及びこれらに基づく工事の安全な
実施

（カ）一定の工事エリア内で複数の工事が近接・密集して実施される場合、発注者及び近接
工事の元方事業者による工事エリア別協議組織の設置

イ 自然災害からの復旧・復興工事における労働災害防止対策

④ 製造業における労働災害防止対策
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ア 機械の危険部分への覆いの設置等によるはさまれ・巻き込まれ等防止対策の実施

イ 機能安全を活用した機械設備安全対策の推進

ウ 作業停止権限等の十分な権限を安全担当者に付与する等の安全管理の実施

エ 高経年施設・設備の計画的な更新、優先順位を付けた点検・補修等の実施

オ 製造業安全対策官民協議会で開発された、多くの事業場で適応できる「リスクアセスメント
の共通化手法」の活用等による、自主的なリスクアセスメントの実施

⑤ 林業の労働災害防止対策

ア チェーンソーを用いた伐木及び造材作業における保護具、保護衣等の着用並びに適切な作
業方法の実施

イ 木材伐出機械等を使用する作業における安全の確保

（３）業種横断的な労働災害防止対策
① 労働者の作業行動に起因する労働災害防止対策

ア 作業通路における段差等の解消、通路等の凍結防止措置の推進

イ 照度の確保、手すりや滑り止めの設置

ウ 「転倒等リスク評価セルフチェック票」を活用した転倒リスクの可視化

エ 運動プログラムの導入及び労働者のスポーツの習慣化の推進

オ 中高年齢女性を対象とした骨粗しょう症健診の受診勧奨

カ「職場における腰痛予防対策指針」に基づく措置の実施

② 高年齢労働者、外国人労働者等に対する労働災害防止対策

ア 「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン」に基づく措置の実施

イ 母国語教材や視聴覚教材の活用等、外国人労働者に理解できる方法による安全衛生教育の
実施

ウ 派遣労働者、関係請負人を含めた安全管理の徹底や安全活動の活性化

③ 交通労働災害防止対策

ア 適正な労働時間管理、走行計画の作成等の走行管理の実施

イ 飲酒による運転への影響や睡眠時間の確保等に関する安全衛生教育の実施

ウ 災害事例、交通安全情報マップ等を活用した交通安全意識の啓発

エ 飲酒、疲労、疾病、睡眠、体調不良の有無等を確認する乗務開始前の点呼の実施

④ 熱中症予防対策（ＳＴＯＰ！熱中症 クールワークキャンペーン）

ア 暑さ指数（WBGT）の把握とその値に応じた熱中症予防対策の実施

イ 作業を管理する者及び労働者に対する教育の実施

ウ 事業場における熱中症予防に係る責任体制の確立、発症時・緊急時の措置の確認、周知

⑤ 業務請負等他者に作業を行わせる場合の対策

ア 安全衛生経費の確保等、請負人等が安全で衛生的な作業を遂行するための配慮

イ その他請負人等が上記１０（１）～１０（３）④に掲げる事項を円滑に実施するための配慮
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会員名簿（令和４年度）変更のお知らせ
※変更箇所のみ記載         　　　　 （令和５年６月）
NO. 事業者名 変更内容 変更後

549 ＪＦＥ瀬戸内物流㈱ 代表者名 村上　弘一

209 岡山県貨物運送㈱　井原支店 代表者名 坂元　功志

212 岡山県貨物運送㈱　笠岡寄島営業所 代表者名 白神　浩樹

861 トールエクスプレスジャパン㈱　岡山支店 社 名 ＪＰロジスティクス㈱　岡山支店

946 西日本エア・ウォーター物流㈱　岡山ローリー営業所 退 会

979 日本梱包運輸倉庫㈱　岡山営業所 代表者名 藤本　美樹

1099 広瀬運輸㈱ Ｆ Ａ Ｘ 削除

291 片邉雅也（片邉商店） 退 会

1123 福山通運㈱　津山支店 代表者名 林　聡

1173 ㈱ベルテック
社 名 ㈱ワンセット
代表者名 里見　貴志

1483 Y．S壮優
Ｔ Ｅ Ｌ 086-276-0919
Ｆ Ａ Ｘ 086-276-0919

新規に入会された方のご紹介
NO. 事業者名 役職・代表者 所在地 TEL・FAX 地区

335 ガスプロダクツ・ロジスティクス㈱　
岡山ローリー営業所

所 長 
逸 見　　 徹

〒 712-8055 
倉敷市南畝 3-101-1

TEL 086-456-1749 
FAX 086-455-7501 倉敷

541 サクマ運輸㈱岡山支店
取 締 役 事
業 本 部 長 
佐久間　敏幸

〒 701-0214 
岡山市南区曽根 130-8

TEL 086-298-3366 
FAX 086-298-3376 岡山

683 ㈱ SENYO　岡山営業所 営 業 所 長 
大 橋　 忠 晴

〒 700-0953 
岡山市北区西市 567-6 TEL 090-1680-6958 岡山

1474 ロットサービス㈲　岡山支店 営 業 部 長 
山 本　 明 人

〒 710-1304 
倉敷市真備町尾崎 965-1

TEL 086-441-4225 
FAX 086-441-4226 総社

ご訃報
月日 会員のお名前 ご訃報

令和 5 年 5 月 15 日 吉田水産輸送㈲　　代表取締役　　吉田　潔 ご本人様御逝去

退会について

岡山県トラック協会から退会される場合の会費請求は、退会月分までとさせていただきます。日割り請求等ございませんので、予めご了承く
ださい。

また、退会届に記入する退会予定日より後の日付で退会届が岡山県トラック協会（本部、又は支部）に到着いたしますと到着日が退会日となり
ますのでご注意ください。

　　　　　　　（例） 退会予定日 退会届の到着日 退会日 請求する月
令和５年６月１日 令和５年６月１日 令和５年６月１日 令和５年６月分まで
令和５年６月３０日 令和５年６月２０日 令和５年６月３０日 令和５年６月分まで
令和５年６月３０日 令和５年６月３０日 令和５年６月３０日 令和５年６月分まで
令和５年６月３０日 令和５年７月１日 令和５年７月１日 令和５年７月分まで

退会届の到着が遅れたり、翌月になりそうな場合はお手数ですが、岡山県トラック協会本部（０８６-２３４-８２１１）までご連絡をお願いいたします。
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消費税抜きの価格となります

２０２３年４月２５日 現在
（公社）全日本トラック協会

軽油価格動向推移表（全国平均・中国地区）
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120.80120.80123.89123.89 119.96119.96 125.44125.44 121.22121.22 119.65119.65 120.01120.01 119.88119.88 120.15120.15 120.69120.69 120.42 120.42 119.52119.52

117.43
122.40123.54 120.83 123.39 120.74

117.80 119.00 117.93 118.81 121.09 121.21 

110.19110.19114.17114.17 109.27109.27 114.86114.86 110.47110.47 109.12109.12 110.59 110.59 110.07110.07 109.38109.38 110.09110.09 110.15 110.15 

109.41
113.09

107.48
114.51

108.38 108.02 109.90 109.51 108.20 108.92 109.34 

109.01109.01

108.22

119.23119.23124.12124.12 119.28119.28 124.19124.19 120.67120.67 118.93118.93 120.09 120.09 119.29119.29 119.93119.93 119.48119.48 119.64 119.64 118.40118.40

119.45
126.33

121.08 122.95 123.16 121.45 119.99 
122.73 122.15

119.40 121.62 122.63
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一般社団法人 岡山県トラック協会及び支部 ご案内

本     会

岡山支部

倉敷支部

備中支部

美作支部

備前支部

自動車運転練習場

〒７００-８５６７

〒７００-０９４１

〒７１０-０８４７

〒７１４-１２２４

〒７０８-０８４２

〒７０５-００２３

〒７０９-０６２６

岡山市北区青江１-２２-３３
　　 ０８６-２３４-８２１１( 代 )  　　 ０８６-２３４-５６００

岡山市北区青江１-２２-３３
　　 ０８６-２３４-３２１１　　　　　 ０８６-２３４-５６００

倉敷市東富井８５０-１
　　 ０８６-４２５-０１０８　　　　　 ０８６-４２５-０１３８

小田郡矢掛町本堀１２９６-１
　　 ０８６６-８３-１３６５　　　　　 ０８６６-８３-１３６６

津山市河辺７２２-５
　　 ０８６８-２６-４４３６　　　　　 ０８６８-２６-４４５０

備前市伊里中５１６-１
　　 ０８６９-６７-２８８２　　　　　 ０８６９-６７-２８８３

岡山市東区中尾３５５-１
　　 ０８６-２７９-８０２２　　　　　 ０８６-２７９-８０２２

TEL FAX

TEL FAX

TEL FAX

TEL FAX

TEL FAX

TEL FAX

TEL FAX

岡山県トラック総合研修会館 入居団体 ご案内

陸上貨物運送事業労働災害防止協会

岡山県支部

岡山県運送事業協同組合連合会

岡山県高速運輸事業協同組合

自動車事故対策機構

岡山支所

〒 ７００-０９４１  岡山市北区青江１-２２-３３  １階

　　 ０８６-２３４-１３３２　　　 ０８６-２３４-５６００

〒 ７００-０９４１  岡山市北区青江１-２２-３３  ２階

　　 ０８６-２３４-８１００　　　 ０８６-２３４-８３８３

〒 ７００-０９４１  岡山市北区青江１-２２-３３  ３階

　　 ０８６-２３２-７０５３　　　 ０８６-２３１-６７４２

TEL FAX

TEL FAX

TEL FAX



回　覧編集発行　令和５年6月１日
一般社団法人 岡山県トラック協会
〒700-8567　岡山市北区青江1-22-33
TEL.086（234）8211　FAX.086（234）5600
URL：http://www.okayama-ta.or.jp

携帯サイト
http://www.okayama-ta.or.jp/
携帯電話からの接続には、所定の通信料がかかります。
また、QRコード®は読み取り条件などによって読み取れない
場合があります。
※QRコード®は、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

同封資料
 ●　助成制度のご案内
●　夜間通行止め（舞鶴若狭道・京都縦貫道）
●　昼夜連続対面通行規制（広島道）
●　岡山県トラック交通共済（協）へのご加入をご検討ください

ホームページをご活用ください
http://www.okayama-ta.or.jp

会員事業者に対して可能な限り早く、きめ細かい情報を伝えることを基本として
ホームページでの情報提供をメインで行っております。また、詳細で情報量の多いも
のについても、国や関係団体等のサイトを活用しながら提供させていただきます。

岡山県トラック協会

定期的な閲覧と積極的なご活用をお願いいたします。

各種申請様式・イベント情報はこちら

過去の内容は「一覧」をクリック

行政・協会だよりはこちらに掲載

検 索


